
 市の制度融資をご利用ください　　　　　　　　  問合せ　産業振興課産業振興係☎内線 5002

資金名 融資対象 資金使途 限度額 期間 利率 申込み

中
小
企
業
者
向
け

小口資金
※ 1

市内で同一事業を１年以上営んでい
る中小企業者と中小企業団体で市税
を完納している
※個人事業者は市内に１年以上居住

運転資金
設備資金

1,250 万円

運転 6 年以内
設備 8 年以内
※据え置き 6
カ月以内

1.8%

群馬銀行
東和銀行
利根郡信用金庫
北群馬信用金庫
あかぎ信用組合
ぐんまみらい信
用組合
※市内店舗に限
る

特別小口資金
※ 1

従業員 20 人以下 ( 商業、サービス
業は 5人以下 )の小企業者で、過去
1 年間に市民税所得割が課税され完
納し、他の保証付融資を利用してい
ない

8年以内
※据え置き 1
年以内

中小企業設備近
代化資金
※ 2

市内で同一事業を 1年以上営んでい
る中小企業者と中小企業団体で市税
を完納している

設備資金 1,500 万円
6年以内
※据え置き１
年以内

中小企業経営振
興資金
※ 2

市内で同一事業を 1年以上営んでい
る中小企業者と中小企業団体で市税
を完納している

運転資金
※経営安定化目的

中小企業者
1,500 万円

中小企業団体
2,000 万円

勤
労
者
向
け

勤労者生活資金 市内に 1年以上居住または市内の同
一事業所に 1年以上勤務し、前年の
源泉徴収票と所得証明書などを提出
し、資金の償還が確実と認められる

医療費、冠婚葬祭費、
教育費、災害復旧費、
耐久消費財購入費、
育児・介護休業に伴
う生活費

300 万円 10 年以内

2.1%
※育児、
介護、
養育費
は 1.9%

中央労働金庫沼
田支店

※制度融資の申し込みは、随時受け付けています

※ 1　保証料の一部を県と市が補助します

※ 2　保証料の一部と支払利子の 3分の 1を 3年間、市が利子補給します

　

高
齢
者
の
皆
さ
ん
が
住
み
慣
れ

た
地
域
で
、
安
心
し
て
自
立
し
た

生
活
が
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
お
手

伝
い
す
る
総
合
相
談
窓
口
で
す
。

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
方

法
、
介
護
予
防
、
認
知
症
の
相
談
、

高
齢
者
な
ど
の
保
健
、
医
療
、
福

祉
に
関
す
る
こ
と
、
権
利
擁
護
、

そ
の
ほ
か
日
常
で
の
ち
ょ
っ
と
し

た
心
配
事
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
相

談
に
応
じ
ま
す
。

相
談
料　

無
料

相
談
・
問
合
せ　

地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
☎
（
２
２
）
１
１
１
２

　

成
年
後
見
制
度
と
は
、
認
知
症

や
障
が
い
な
ど
に
よ
り
判
断
能
力

が
不
十
分
な
人
が
、
経
済
的
不
利

益
を
受
け
ず
に
生
活
の
不
自
由
を

解
消
で
き
る
よ
う
、
本
人
の
権
利

を
守
る
た
め
の
援
助
者
を
選
ぶ
制

度
で
す
。
制
度
の
利
用
支
援
や
後

見
人
の
サ
ポ
ー
ト
、
関
係
機
関
と

の
連
携
な
ど
を
総
合
的
に
行
い
、

地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う

に
支
援
し
ま
す
。

相
談
料　

無
料 福

祉

22各番号(7 桁)を市 HP「ページ番号検索」に入力すると関連ページが見られます1234567

対
象
融
資　

▽
①
群
馬
県
創
業

者
・
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
資
金
・

日
本
政
策
金
融
公
庫
実
施
の
新
規

開
業
資
金
、
女
性
、
若
者
／
シ
ニ

ア
起
業
家
支
援
資
金
、
そ
の
他
創

業
者
向
け
の
融
資
資
金　

▽
②
市

内
金
融
機
関
が
実
施
す
る
①
の
創

業
資
金
の
標
準
的
な
条
件
に
準
じ

る
も
の

対
象
・
要
件　

①
実
行
時
に
、
新

た
に
創
業
す
る
、
ま
た
は
創
業
後

１
年
未
満
の
者
②
【
法
人
】
市
内

に
新
た
に
本
店
ま
た
は
主
た
る
事

業
所
を
設
置
し
て
い
る
【
個
人
】

市
内
に
事
業
所
を
設
置
し
、
市
内

に
居
住
し
て
い
る
③
引
き
続
き
、

市
内
で
事
業
を
営
む
④
法
令
に
基

づ
く
許
認
可
を
取
得
し
て
い
る
⑤

市
税
を
完
納
し
て
い
る

補
助
額　

▽
信
用
保
証
料
補
助
金　

信
用
保
証
協
会
へ
支
払
っ
た
信
用

保
証
料
の
全
額
を
補
助
▽
利
子
補

給
金　

融
資
を
受
け
た
日
か
ら
３

年
間
の
利
子
を
補
給

申
請
方
法　

対
象
融
資
を
受
け
た

日
か
ら
２
カ
月
以
内
に
必
要
書
類

を
添
付
し
提
出

申
請
・
問
合
せ　

産
業
振
興
課
産

業
振
興
係
☎
内
線
５
０
０
２

1001959

補
助
・
助
成

創
業
者
融
資
保
証
料
補

助
・
利
子
補
給
の
ご
案
内

1003599

1002346

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

1014042

ぬ
ま
た
成
年
後
見
支
援
セ

ン
タ
ー

情報ステーション沼田市役所☎ 0278-23-2111　 開庁時間  平日の午前 8時 30 分～午後 5時15分




